














































































































































































































配布対象となる施設・サービス等の種類 

 

高齢者施設・事業所等（注１）、障害福祉サービス等施設・事業所（注２）、保

育所等、放課後児童クラブ、児童養護施設等（注３）、幼稚園、認定こども園、認

可外保育施設、各種学校幼稚部（各種学校のうち幼稚園段階に相当する課程部

分）、保護施設等（注４） 

 

（注１）訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護（健康保険法指定事業所を含む）、訪問

リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、

短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸

与、居宅介護支援、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、

地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症

対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人

福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護予防訪問入浴介

護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管

理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予

防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸

与、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予

防認知症対応型共同生活介護、介護予防支援、介護老人福祉施設、介護老人保健

施設、介護療養型医療施設、介護医療院、有料老人ホーム、サービス付き高齢者

向け住宅、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、生活支援ハウス、介護予防・日常

生活支援総合事業（指定サービス・介護予防ケアマネジメント） 

（※）在宅サービス利用者分の配布方法等、各サービス類型ごとの配布方法について

は、介護施設等に布製マスクを配布する際に同封する説明文にお示しいたします。 

 

（注２）居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短

期入所、療養介護、生活介護、施設入所支援、自立生活援助、共同生活援助、自

立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、児童発達支援、医療型児

童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支

援、障害児入所支援、相談支援、障害児相談支援を提供する施設・事業所 
 

（注３）児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、児童自立支援施設、母子生活支

援施設、自立援助ホーム、児童相談所一時保護所、婦人相談所一時保護所、婦人

保護施設、子どもの生活・学習支援事業の事業所 
 

（注４）救護施設、更生施設、宿所提供施設、授産施設（社会事業授産施設を含

む）、無料低額宿泊所、生活困窮者・ホームレス自立支援センター、生活困窮者

一時宿泊施設、生活困窮世帯の子どもの学習・生活支援事業の事業所  

（別紙１） 

 


